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○
内
閣
府
令
第
八
十
八
号

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
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傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
移
行
の
認
定
の
申
請
）

（
移
行
の
認
定
の
申
請
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上
］

２

前
項
の
特
例
民
法
法
人
に
対
す
る
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定

２

前
項
の
特
例
民
法
法
人
に
対
す
る
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
公
益

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
公
益

法
人
認
定
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

法
人
認
定
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
項
第
一
号
中
「
次
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
貸
借
対
照
表
日
」
と
あ
る
の

、
同
項
第
一
号
中
「
次
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
貸
借
対
照
表
日
」
と
あ
る
の

は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び

は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び

公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四

す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四

条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
（
合
併
を
す
る
特

条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
（
合
併
を
す
る
特

例
民
法
法
人
に
あ
っ
て
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（

例
民
法
法
人
に
あ
っ
て
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
六
条
第
一
項
の
登
記
を
す
る
日
の
属
す
る

平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
六
条
第
一
項
の
登
記
を
す
る
日
の
属
す
る

事
業
年
度
以
後
の
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
（
特
例
民
法
法

事
業
年
度
以
後
の
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
（
特
例
民
法
法

人
（
合
併
を
す
る
特
例
民
法
法
人
を
除
く
。
）
が
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に

人
（
合
併
を
す
る
特
例
民
法
法
人
を
除
く
。
）
が
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
以
内

整
備
法
第
四
十
四
条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
財
産
目

に
整
備
法
第
四
十
四
条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
財
産

録
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
あ
っ
て
は
、
同
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年

目
録
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
あ
っ
て
は
、
同
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業

度
の
末
日
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
一
般
社
団
法
人
に

年
度
の
末
日
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
一
般
社
団
法
人

あ
っ
て
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

に
あ
っ
て
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

第
四
十
八
号
。
以
下
「
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の

律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号

貸
借
対
照
表
、
一
般
財
団
法
人
に
あ
っ
て
は
同
条
第
三
号
の
」
と
あ
る
の
は
「
整
備

の
貸
借
対
照
表
、
一
般
財
団
法
人
に
あ
っ
て
は
同
条
第
三
号
の
」
と
あ
る
の
は
「
整

法
第
四
十
四
条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
末

備
法
第
四
十
四
条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の

日
に
お
け
る
」
と
す
る
。

末
日
に
お
け
る
」
と
す
る
。

３

整
備
法
第
百
三
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

３

整
備
法
第
百
三
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
と
す
る
。

書
類
と
す
る
。

一

公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
第
七
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に

一

公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
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規
定
す
る
書
類

規
定
す
る
書
類

［
二
～
八

略
］

［
二
～
八

同
上
］

九

公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
財
産
の
明
細
及
び

九

公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
共
用
財
産
の
明
細
及
び

当
該
財
産
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
割
合
の
算
定
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

当
該
財
産
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
割
合
の
算
定
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

十

［
略
］

十

［
同
上
］

４

特
例
民
法
法
人
（
合
併
を
す
る
特
例
民
法
法
人
を
除
く
。
）
が
前
項
第
七
号
に
規

４

特
例
民
法
法
人
（
合
併
を
す
る
特
例
民
法
法
人
を
除
く
。
）
が
前
項
第
七
号
に
規

定
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
整
備
法
第
四

定
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
以
内
に
整
備
法
第

十
四
条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
及

四
十
四
条
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告

び
そ
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

及
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に

い
て
は
、
同
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
の
前
事
業
年
度
」
と

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
限
る
。
）
の
前
事
業
年
度
」

す
る
。

と
す
る
。

（
申
請
時
の
公
益
目
的
財
産
額
）

（
申
請
時
の
公
益
目
的
財
産
額
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
同
上
］

２

特
例
民
法
法
人
（
合
併
を
す
る
特
例
民
法
法
人
を
除
く
。
）
が
申
請
直
前
事
業
年

２

特
例
民
法
法
人
（
合
併
を
す
る
特
例
民
法
法
人
を
除
く
。
）
が
申
請
直
前
事
業
年

度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
整
備
法
第
四
十
五
条
の
認
可
の
申
請
を
す
る

度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
以
内
に
整
備
法
第
四
十
五
条
の
認
可
の
申
請
を
す

場
合
に
お
い
て
当
該
申
請
直
前
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に

る
場
合
に
お
い
て
当
該
申
請
直
前
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び

こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
お
け
る
前
項
、
第
三
十
条
第
一

に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
お
け
る
前
項
、
第
三
十
条
第

項
第
二
号
及
び
第
三
十
一
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
い
う

一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
一
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
い

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
）
の
前
事
業
年
度
」
と
、
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号

う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
）
の
前
事
業
年
度
」
と
、
第
三
十
条
第
一
項
第
二

及
び
第
三
十
一
条
第
三
号
中
「
申
請
直
前
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
直
前
事

号
及
び
第
三
十
一
条
第
三
号
中
「
申
請
直
前
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
直
前

業
年
度
の
前
事
業
年
度
」
と
す
る
。

事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
」
と
す
る
。

第
三
十
三
条

第
二
十
九
条
第
一
号
の
額
が
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
特

第
三
十
三
条

第
二
十
九
条
第
一
号
の
額
が
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
特

例
民
法
法
人
が
移
行
の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
当
該
移
行
の
登
記
を
し
た
日
か
ら
起

例
民
法
法
人
が
移
行
の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
当
該
移
行
の
登
記
を
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

算
し
て
三
箇
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］
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（
合
併
の
届
出
）

（
合
併
の
届
出
）

第
三
十
八
条

整
備
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
移
行
法
人
は

第
三
十
八
条

整
備
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
移
行
法
人
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
合
併
の
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
合
併
の
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
以
内
に
、
様
式
第
八
号
の
届
出
書
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

起
算
し
て
三
箇
月
以
内
に
、
様
式
第
八
号
の
届
出
書
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

を
添
付
し
て
、
同
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
認
可
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

類
を
添
付
し
て
、
同
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
認
可
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
閲
覧
又
は
謄
写
）

（
閲
覧
又
は
謄
写
）

第
四
十
五
条

整
備
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
又
は
謄
写
は
、
認

第
四
十
五
条

整
備
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
又
は
謄
写
は
、
認

可
行
政
庁
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

可
行
政
庁
が
定
め
る
閲
覧
所
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

認
可
行
政
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
所
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

２

認
可
行
政
庁
は
、
前
項
に
規
定
す
る
閲
覧
所
の
場
所
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
残
余
財
産
の
処
分
の
承
認
の
申
請
）

（
残
余
財
産
の
処
分
の
承
認
の
申
請
）

第
四
十
八
条

［
略
］

第
四
十
八
条

［
同
上
］

２

整
備
法
第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
残
余
財
産
の
処
分
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

２

整
備
法
第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
残
余
財
産
の
処
分
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
移
行
法
人
は
、
様
式
第
十
一
号
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
認

る
移
行
法
人
は
、
様
式
第
十
一
号
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
認

可
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

可
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

残
余
財
産
を
帰
属
さ
せ
る
法
人
が
公
益
法
人
認
定
法
第
五
条
第
二
十
号
ト
に
掲

五

残
余
財
産
を
帰
属
さ
せ
る
法
人
が
公
益
法
人
認
定
法
第
五
条
第
十
七
号
ト
に
掲

げ
る
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

げ
る
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類

六

［
略
］

六

［
同
上
］

第
五
十
条

公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条
の
規
定
は
整
備
法
第
百
八
条
第

第
五
十
条

公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
は
整
備
法
第
百
八
条
第

一
項
の
公
示
に
つ
い
て
、
公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
第
七
十
二
条
の
規
定
は
整
備

一
項
の
公
示
に
つ
い
て
、
公
益
法
人
認
定
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
の
規
定
は
整
備

法
第
百
三
十
六
条
第
二
項
（
整
備
法
第
百
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

法
第
百
三
十
六
条
第
二
項
（
整
備
法
第
百
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
公
表
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

む
。
）
の
公
表
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


